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７．都市機能誘導区域に関する方針 
１）都市機能誘導の方針 

都市機能誘導の方針及び都市機能誘導区域の設定の考え方を以下のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市機能誘導の方針 

方針１ 居住の促進に向けて、拠点機能に応じた施設立地を誘導 

【中心拠点】 

中心拠点（桑名駅周辺地区）においては、まちなか居住の促進に向け、商業・業務、医療・福祉、教

育・文化機能等の多様な都市機能の集積を高めるとともに、若年世代の居住を誘導するため、子育て

機能等の充実を図る。 

多様な機能が集積する中心市街地へ高齢者をゆるやかに誘導するため、健康の維持増進や生きが

いづくりに向けて必要となる健康増進機能や高齢者同士の交流・ふれあい機能の充実を図る。 

【地域拠点】 

地域拠点（多度駅周辺地区、長島駅周辺地区、星川駅周辺地区）においては、各地域の状況に合わ

せ、拠点周辺での居住の促進に向けた生活サービス機能の維持を図る。 

【地域生活拠点】 

住宅団地内に位置する地域生活拠点（大山田地区、新西方地区）においては、車への過度な依存を

低減しながら、郊外部における子育て世帯を中心とした若年世代の居住を促進するため、既存施設の

維持を図るとともに、特に子育て機能等の集積を図る。 

方針２ 都市づくり上の重点課題へ対応するために、戦略的な施設立地を誘導 

中心市街地では、にぎわいと交流の創造に向け、歴史的資源を活用し、まちなか全体の魅力を高める

とともに、現在行われている事業の推進と合わせ、必要となる生活サービス施設の集積を図る。 

桑名市の集約型都市構造で位置づけた拠点（鉄道駅及び主要バス停から徒歩圏）を都市機能誘導

区域の基本とする。 

【鉄道による都市軸とバスによる都市軸が交わる中心拠点】 

⇒桑名駅周辺地区 

 

【鉄道による都市軸上に位置し、各地域において市民生活の中心となる地域拠点】 

⇒多度駅周辺地区、長島駅周辺地区、星川駅周辺地区 

 

【バスによる都市軸上に位置し、地域拠点を補完する地域生活拠点】 

⇒大山田地区、新西方地区 

都市機能誘導区域の設定方針 
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２）都市機能誘導区域の設定 

都市機能誘導区域の設定のフロー及び都市機能誘導区域を以下のように定めます。 

①都市機能誘導区域設定のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桑名市の集約型都市構造で位置づけた拠点（鉄道駅及び主要バス停からの徒歩圏）を都市機能誘

導区域の基本とする。 

 

【鉄道による都市軸とバスによる都市軸が交わる中心拠点】（桑名駅周辺） 

桑名駅を含み、かつ、現況の生活サービス施設の立地状況を考慮した徒歩圏(半径１㎞圏域)を設

定 

 

【鉄道による都市軸上に位置し、各地域において市民生活の中心となる地域拠点】 

（多度駅周辺地区、長島駅周辺地区、星川駅周辺地区） 

現況の生活サービス施設の立地状況を考慮した徒歩圏(半径 800m圏域)を設定 

 

【バスによる都市軸上に位置し、地域拠点を補完する地域生活拠点】（大山田地区、新西方地区） 

主要なバス路線を含み、かつ、現況の生活サービス施設の立地状況を考慮した徒歩圏(半径 800m

圏域)を設定 

基本となる区域の設定 

基本となる区域内で、市街化調整区域及び下記の災害リスクの高い地域は区域から除外します 

(国土交通省の都市計画運用指針より) 。 

①土砂災害特別警戒区域 

②津波災害特別警戒区域 

③災害危険区域 

④地すべり防止区域 

⑤急傾斜地崩壊危険区域 

上記①から⑤のほか、以下の区域については、災害リスク、警戒避難体制の整備状況、災害を防止

し、又は軽減するための施設の整備状況や整備見込み等を総合的に勘案し、区域に含めることが適

当でないと判断される場合は区域から除外します (国土交通省の都市計画運用指針より) 。 

なお、除外する時期については、今後の社会状況等の変化を踏まえ、原則として本計画の見直しの

時期に誘導区域から除外するべきか検討するものとします。 

①土砂災害警戒区域 

②津波災害警戒区域 

③浸水想定区域 

④都市洪水想定区域、都市浸水想定区域 

⑤津波浸水想定における浸水の区域 

⑥その他の調査結果等により判明した災害の発生のおそれのある区域 

基本となる区域から都市機能誘導区域に含めない区域を除外 

都市機能誘導区域の設定 
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②都市機能誘導区域の設定 

各誘導区域の中心点は、座標で管理します。 

＜桑名駅周辺地区（中心点：(市道桑名中央線上)『市役所前(三交)バス停』上下線の交点）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心点（X: 136.684929、Y: -103724.853747） 
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＜参考：桑名駅周辺地区（用途地域）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 

＜多度駅周辺地区（中心点：市道天王平１号線と市道天王平３号線の交差点）＞ 

 

 

中心点（X: 136.638414、Y: -96041.940583） 
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＜参考：多度駅周辺地区（用途地域）＞ 
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＜長島駅周辺地区 （中心点：市道遠浅長城線と市道長島江右岸線の交差点）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心点（X: 136.698525、Y: -100288.838906） 
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＜参考：長島駅周辺地区（用途地域）＞ 
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＜星川駅周辺地区（中心点：(国道 421号線上)『サンシティ前(三交)バス停』上下線の交点）＞ 

 

 

 

 

 

 

 
星見が丘 

小学校 

スター 

21 

中心点（X: 136.62777、Y: -103332.523055） 
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＜参考：星川駅周辺地区（用途地域）＞ 

 

 

星見が丘 

小学校 

スター 

21 
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＜大山田地区（中心点：(市道大山田星川線上)『大山田三丁目(三交)バス停』上下線の交点）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

中心点（X: 136.63906、Y: -101583.675766） 

複合施設 

ぽかぽか 

光陵 

中学校 

大山田西 

小学校 
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＜参考：大山田地区（用途地域）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複合施設 

ぽかぽか 

光陵 

中学校 

大山田西 

小学校 
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＜新西方地区（中心点：(市道桑部播磨線上)『新西方南(K-バス)バス停』上下線の交点）＞ 

 
 

中心点（X: 136.657243、Y: -102836.095806） 
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＜参考：新西方地区（用途地域）＞ 
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３）都市機能誘導区域及びその周辺における主要プロジェクト 

桑名駅周辺は中心拠点に位置づけられ、以下のような事業が進められており、都市機能の集積

のため引き続き事業の促進を図っていくこととします。 

 

＜主要プロジェクト位置図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：社会資本総合整備計画） 

 

 桑名駅周辺地区都市再生整備計画事業（9.7ha） 

 桑名駅西地区都市再生区画整理事業（26.6ha） 

 桑名駅周辺地区まちづくり検討業務 

 桑名駅周辺地区事後評価業務 

 桑名駅東西自由通路 
 西医療センター跡地活用 

 新病院整備事業 

都市機能誘導区域 

（桑名駅周辺地区） 



179 

 
 

1. 都市再生整備計画 桑名駅周辺地区（都市再構築戦略事業） 

・事業主体：桑名市 

・面  積：9.7ヘクタール 

・交付期間：平成 28年度から平成 32年度 

・事業費 ：全体 660百万円（国費 330百万円） 

・事業内容：桑名駅東駅前広場整備事業、（仮称）桑名駅西子育て支援複合施設整備事業 

 

＜整備方針概要図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜桑名駅東駅前広場整備構想図＞ 
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＜中心拠点誘導施設 (仮称)桑名駅西子育て支援複合施設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜東西自由通路整備構想図＞              ＜西口完成イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

（桑名駅東口地区整備計画再検討業務より） 

 



181 

 

 

2. 桑名都市計画事業桑名駅西土地区画整理事業等関連計画 

＜桑名駅西土地区画整理事業の概要＞ 

・施行者：桑名市(法第 3条第 4項) 

・施工面積：26.6ヘクタール 

・事業期間：平成 13年 9月 10日から平成 37年 3月 31日 

・事業費：約 285億円 

・計画人口：2,892人(現地区内人口 1,620人) 

＜設計概要図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜土地利用誘導方針＞ 

 

 

 

 

 

 



182 

 

 

3. 新病院整備事業 

・将来にわたり市民に継続的な安全・安心の医療を提供できる体制を構築すべく、現在、３病院

（桑名東医療センター、桑名西医療センター、桑名南医療センター）で運営されている桑名市総

合医療センターを統合し、新病院として整備。 

 

＜計画の概要＞ 

・完成予定 平成３０年４月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院敷地

既 存 棟

新 棟

改 修

凡　　例
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4. 桑名西医療センター跡地活用方針・基本構想 

・新病院整備に伴う桑名西医療センター跡地の活用計画の検討。 

 

＜跡地活用の基本構想＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


